
令和２年度事業計画書  

 

少子高齢化が急速に進み人口が減少している中、企業等の人手不足や現

役世代を支える分野での労働人口の減少は深刻な問題です。働く意欲と能

力のあるすべての高齢者が、年齢にかかわりなく活躍し続けることができ

る「生涯現役社会」を実現することがますます重要となっています。  

このような中で、シルバー人材センターは地域の日常生活に密着した就

業機会を提供することにより、高齢者の生きがいの充実、社会参加の促進を

図っています。  

しかし、企業の定年延長等によりシルバー人材センターの会員数は年々

減少傾向にあり、当センターにおいても会員の確保が困難な状況で、ときに

はお客さまのご要望にお応えできずご迷惑をお掛けすることもあります。  

  こうしたことから、センターの運営基盤の安定を図る上から会員の確保

や更なる就業開拓の推進、そして地域に密着した事業運営を展開する必要

があります。  

  シルバー人材センターの基本理念である「自主・自立・共働・共助」によ  

 り、会員の自主的な運営参画を一層推進し、地域社会の活力推進に寄与す

べく、以下に掲げる基本方針に基づき会員・役員が一丸となって事業活動

を推進することを基本的な姿勢として予算編成を行うものです。  

 

１．基本方針  

（１）安全・適正就業の推進  

（２）財政基盤の安定  

（３）会員の確保  

（４）就業開拓の推進  

（５）会員の資質向上  

（６）普及啓発活動の推進  

（７）組織活動の強化  

（８）一般労働派遣事業の推進  

（９）社会参加の推進  

 

２．実施計画  

（１）安全・適正就業の推進  

   就業事故撲滅は、センターとして最優先で取り組む課題であり、安全

最優先の仕事をしていただきます。  

安全・適正就業推進員による就業職場の巡回指導を実施するとともに、  



安全就業意識の普及啓発及び安全就業講習会等を実施し会員の安全・適正

就業の徹底を図り、事故ゼロの実現をめざします。  

なお、会員への就業提供や会員の就業に関連して発生する諸問題に対

しては、就業相談会を行うなど、会員意識の高揚と会員間のコミュニケ

ーションづくり等就業環境の整備向上に努めます。  

 

（２）財政基盤の安定 

   センター事業の運営には、財政面の安定は最も重要な課題であります。

今後も運営の効率化、運営基盤の強化の推進に努めます。  

   センターの円滑な諸事業の運営には、諸経費の増加が予測されますの

で、最小経費で最大の効果が得られるよう諸事業について見直すべきと

ころは見直し運営に専心してまいります。  

   

（３）会員の確保 

労働力人口不足・企業の定年延長等により、入会を希望する人が少なく

なってきています。仕事を通じて社会に参加しようとする健康で働く意欲

のある高齢者に対して、入会説明会の開催や推進員及び会員による入会

の促進を行います。 

 

（４）就業開拓の推進 

当センターにおいて就業の開拓は重要な課題であり、推進員による企

業や一般家庭等への個別訪問を行うとともに官公庁に対しても積極的に

働きかけを行い、一人でも多くの会員に、その希望と能力に応じた仕事

の提供が行えるよう就業の拡大を推進します。 

 

（５）会員の資質向上 

   お客様はシルバー人材センターに対してより良いサービスの提供を求

めております。新規会員はもとより、既会員の資質、技能の向上は不可欠

であります。そのために会員への各種技能講習や研修事業を開催し、就業

先からの信頼が高められるよう、会員の資質向上及びリーダー層の充実

を図ります。 

 

 （６）普及啓発活動の推進 

   地域社会に向けてセンターの事業を広報紙やホームページ等で広く紹

介することにより、社会参加を希望する高齢者に対して啓発活動を行う

とともに、地域社会に理解と協力が得られるよう努めます。  



  また、「みんなの皆野ふれあいまつり」等に積極的に参加し、チラシ

等の配布を行いセンターのＰＲ活動を実施します。  

 

（７）組織活動の強化 

    「自主・自立・共働・共助」を基本理念とするシルバー人材センター

において、会員の組織活動の強化は、適正かつ円滑な事業運営を行うう

えで不可欠であります。今年度も事業の推進上必要に応じた会員組織の

編成及び充実を図り、会員の手による事業運営が図られるようセンター

組織の活性化を推進します。 

また、センターの基礎的な組織である地域班を中心とした地域組織に

ついては、必要に応じて見直しを行い、その活動の活性化を推進します。

更に、適正・迅速な就業機会の提供に向けて、職群班の組織強化に努め

ます。 

 

（８）一般労働派遣事業の推進 

    地域社会からセンターへ求められる業務は多種多様化しています。  

    臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る就業において、雇用による就

業を希望する高齢者に対して、公益財団法人いきいき埼玉の実施事務所

として一般労働派遣事業を推進します。 

 

（９）社会参加の推進 

    人と人が出会い刺激を受ける中で生きがい・やりがいが生まれます。

行政及び各種団体等の行事に積極的に参加するとともに、会員に対して

地域見守り等への協力参加を呼びかけます。 

また、ボランティア活動等にも積極的に参加ができる環境づくりをす

すめ、地域の高齢者の拠点としての機能が果たせるよう努めます。 

 

 

 


